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研究要旨 

2023 年 5 月 8 日時点では，国内での新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の感染

者は 33,802,739 名，死亡者は 74,669 名が確認されている．2020 年 7 月に厚生労働省・

経済産業省より公表された「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑

いがある方の処置，搬送，葬儀，火葬等に関するガイドライン」は，2023 年 1 月に改訂さ

れ，COVID-19 で亡くなられたご遺体は、適切な感染対策を講ずることにより、通常のご

遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要がなくなったことが明記され、尊

厳を持ったお別れや火葬等が行われるよう、周知された。 

我々は，本研究において，COVID-19 遺体の解剖事例における検体を用いた病原体

検索，ネクロプシー事例において遺体衛生保全処置（エンバーミング：EM）前後における

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の抗原検査及び PCR 検査，さらに，EM を受けた遺

体のご遺族へのアンケート調査を行った． 

その結果，解剖 6 事例における鼻咽頭拭い 5 例及び肺検体 2 例においては SARS-

CoV-2 が残存した．また，ネクロプシー5 事例において，EM 前後の遺体の鼻咽頭拭いを

用いた抗原検査，鼻咽頭及び咽頭拭い及び外表部位 9 箇所の PCR 検査結果は，EM

後では全事例において陰性となった．また，ご遺族へのアンケート調査結果では，「EM に

より対面での葬儀ができたことはとても良かった」という回答を得られた． 

COVID-19 遺体の鼻咽頭拭い及び肺の一部には SARS-CoV-2 が残存することが判明

したが，遺体への EM 実施により，鼻咽頭拭い及び外表部位においては PCR 検査の陰

転化が証明され，かつ，ご遺族においては対面での葬儀実施によりグリーフケア効果をも

たらすことが判明した．従って，パンデミック下におけるご遺族へのグリーフケアのサポート
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体制などは重要課題の一つであると思われるが，EM 実施体制は今後発生しうる新興感

染症対策のために有用であると考えられるため、今後の更なる活用が望まれる． 

Ａ.研究目的 

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)遺体の

搬送，葬儀及び火葬に関して，2020 年 6 月には，

日本医師会総合政策研究機構のマニュアル 1)及

び同年 7 月には厚生労働省・経済産業省のガイド

ラインが公表され，2023 年 1 月には本ガイドライン

は改訂された 2)． 

本研究において、我々は，COVID-19 遺体にお

ける新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）のウイルス

学的解析，遺体衛生保全処置（エンバーミング：

EM）3)の効果，さらに，EM 処置を受けた遺体のご

遺族へのアンケート調査を行ったので報告する． 

 

Ｂ.研究方法  

1．SARS-CoV-2 のウイルス学的解析 

2022 年 4 月から 2023 年 3 月までの COVID-19

遺体の剖検 6 事例中，鼻咽頭拭い 5 サンプル，左

右肺 6 サンプルを採取し，核酸を抽出，定量的

PCR 法を用いて SARS-CoV-2 の RNA 断片の検出

を行った．  

2．EM 後のご遺体のＰＣＲ検査 

 ネクロプシー5 事例において，EM 前後のご遺体

の鼻咽頭拭いを用いた抗原検査，鼻咽頭・咽頭拭

い及び外表部位 9 箇所のＰＣＲ検査を実施した． 

3．EM 処置を受けた遺体のご遺族へのアンケート

調査 

2021 年 8 月から 2022 年 3 月までに EM を受け

た遺体のご遺族 14 世帯へ，「新型コロナウイルス

感染症と「エンバーミング」に関するアンケート」（ア

ンケート内容は本報告書の最後に示す）を 2023 年

2 月 14 日に送付し，研究分担者宛てに返送いた

だく無記名自記式調査とした．締切は同年 3 月 16

日とした． 

 

（倫理面への配慮） 

本研究については，千葉大学大学院医学研究院

倫理審査委員会により審査を行い，承認を得て実

施している． 

Ｃ.研究結果 

1．SARS-CoV-2 のウイルス学的解析 

解剖 6 事例において，鼻咽頭拭いサンプル 5 例

中全例において，肺検体 6 例中 2 例において

SARS-CoV-2 が残存した．PCR 定量の結果は，鼻

咽頭拭いサンプルでは，最低値は 483 copies/µL，

最高値は 334,693 copies/µL であり，肺検体にお

いては，1,881copies/µL 及び 11,932copies/µL で

あった． 

2．EM 後のご遺体の PCR 検査 

 ネクロプシー5 事例において、EM 前後の遺体の

鼻咽頭拭いサンプルの抗原検査，鼻咽頭・咽頭拭

いサンプル、前額部，左右頬部，左右頸部，左右

手背，左右手掌の 9 箇所の外表部位における PCR

検査結果は，EM の処置前では陽性であったが、

処置後では全事例において陰性となった． 

3．EM 処置を受けた遺体のご遺族へのアンケート

調査 

14 世帯中 10 世帯から回答が得られ，回収率は

71.4%であった．EM 実施により，「対面での葬儀が

できたこと」については，全世帯で「とてもよかった」

という回答であった．アンケートの詳細な結果は、

本報告書の最後に示す． 

 

D. 考察 

2021 年 1 月から 2023 年 2 月にかけて公表され

た論文において，COVID-19 遺体には感染性ウイ

ルスが残存することが報告されている 4-6)が、本研

究期間における COVID-19 遺体において SARS-

CoV-2 が 残 存 す る こ と が 判 明 し た ． 従 っ て ，

COVID-19 関連死の遺体の解剖においては十分

な感染防護体制のもとで実施されるべきであると思

われる． 

また，COVID-19 遺体への EM 実施により，鼻咽

頭拭い及び外表部位において抗原検査及び PCR

検査が陰性となったことから，本研究のような新興

感染症遺体への EM 処置は，大変重要であること

が判明した． 

さらに、ご遺族へのアンケート調査結果より，EM

を実施し対面で行った葬儀はグリーフケア効果をも

たらすことが判明し，EM 実施は防腐処置，遺体か

らの感染防止だけでなく，「故人との納得のいくお

別れ」という点においても重要であると考えられた． 

 

今後発生しうる新興感染症対策の一つとして、

ご遺族へのグリーフケアのサポート体制などは重要



分担研究報告 

 

26 

課題の一つであると思われるが，感染症に対する

ワクチンや有効薬もない時点では，感染防護策を

施したエンバーマーによる EM 実施は感染対策の

ひとつとして有用であると考えられるため、今後の

更なる活用が望まれる．また，現在，使用されてい

る EM のための機器及び薬剤は、全て輸入品であ

り，海外での蔓延状況や物流が途絶えるなどの状

況が発生すれば，日本での EM 処置の実施は困

難となる可能性が高く、これらの問題も今後検討し

ていく必要性があると考える． 

 

E. 結論 

COVID-19 遺体への鼻咽頭及び肺検体の一部

では SARS-CoV-2 が検出された．EM 処置後の遺

体において，鼻咽頭拭いの抗原検査，鼻咽頭・咽

頭拭い、外表部位の PCR 検査は陰性となることが

確認された．また，ご遺族にとって，遺体への EM

実施により故人の葬儀を対面で実施したことはグリ

ーフケア効果につながった． 
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新型コロナウイルス感染症と「エンバーミング」に関するアンケート 

一般的に葬儀の際、ご遺体は清拭や湯かんにより清められ、着せ替えや化粧をするエンゼ

ルケアが施された上で、お棺に納められ、ドライアイス等で冷やされることで、ご遺体の変

化をおさえます。 

今回実施した「エンバーミング」では、ご遺体に薬液を注入するなどして、ご遺体の衛生

状態を整え、同時に防腐も図ることで、良い状態を保ちます。事故の場合などには、傷の縫

合や修復なども行い、見た目も整えます。「エンバーミング」後のご遺体は、10～14 日の保

存が可能と言われ、ご遺体に感染力がある場合やご遺体の損傷が著しい場合においても、ご

遺体に触れることができるようになり、そして、時間的に急かされることもなく、故人とお

別れすることができるようになります。 

 

下記の質問に、該当する数字に〇、または枠内へのご記入にてご回答をお願いいたしま

す。 

 

１）今回は、「エンバーミング」（ご遺体の衛生保全）を行えば、対面で葬儀が可能となるこ

とを前提に、研究に御協力いただきました。今回の情報提供を受ける前は、「エンバーミ

ング」について、どの程度ご存知でしたか？ 

 

１ 言葉も、内容も、知っていた 

２ 言葉は知っていたが、内容は詳しくは知らなかった 

３ 言葉も、内容も、知らなかった 

 

２）今回の「エンバーミング」の経験から、下記それぞれについて、感じることをお教えく

ださい 

 

① 対面での葬儀ができたことについて 

 

１ とてもよかった   ２ よかった    ３ どちらでもない   

４ よくなかった   ５ とてもよくなかった 

 

 具体的なコメントがあれば、お聞かせください 

 

 

 

 

 

② ご遺体に対面できるまで（葬儀まで）の時間について 
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 １ とても長く感じた ２ 長く感じた  ３ どちらでもない 

４ 短く感じた  ５ とても短く感じた 

 

 具体的なコメントがあれば、お聞かせください 

 

 

 

 

 

 

③ ご遺体に薬液を注入するなどの処置をしたことに関して 

 

１ 心理的に抵抗をとても感じる ２ 心理的な抵抗を感じる    3  どちら

でもない 

４ 心理的な抵抗は感じない   ５ 心理的な抵抗は全然感じない 

 

 具体的なコメントがあれば、お聞かせください 

 

 

 

 

 

 

④ 通常の「エンバーミング」にかかる費用（基本料金は 20 万円前後）について 

※ 今回は研究への参加として、費用は研究費から支出されています。 

 

１ 相応以上の価値があると感じる 

２ 相応の価値があると感じる 

 ３ 相応以下の価値と感じる 

 

 具体的なコメントがあれば、お聞かせください 
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６）もし今後、仮に、今回同様「エンバーミング」をしないとご遺体に対面できないような

感染性のある病気で近親者（親子，配偶者，兄弟姉妹）が亡くなった場合、「エンバーミ

ング」を検討しますか 

 ※ 20 万円前後の費用がかかります 

 

１ 確実に検討する ２ 多分検討する  ３ どちらともいえない 

４ 多分検討しない   ５ 検討しない 

 

 具体的なコメントがあれば、お聞かせください 

 

 

 

 

 

 

もともと、土葬の多い欧米で発展してきた技術で、欧米では火葬が増えてもなお 80％以上

のご遺体に施されるそうです。これまで火葬の多い日本での需要は大きくなかったそうです

が、1974 年に初めて行われ、1990 年代から徐々に整備されてきているものの、施されてい

るのはご遺体の 5％に届いていません。 

 

７）日本で「エンバーミング」が広がらない一因は、対応できる施設や人員が少ないことが

あげられています。日本においても「エンバーミング」に対応できる施設人員を、もっと増

やすべきだと考えますか？ 

※ 「エンバーミング」施設は、24 都道府県に計 71 施設（2021 年 6 月）ありますが、施

設を増やすための問題点は、「エンバーミング」の専門職である「エンバーマー」不足と言わ

れています。国内で稼働している認定「エンバーマー」は 221 名（2021 年 4 月）です。 

 

１ 強く感じる   ２ 感じる    ３ どちらでもない   

４ 感じない  ５ 全く感じない 

 

 具体的なコメントがあれば、お聞かせください 
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８）今回は、研究としてエンバーミングにご協力いただきました。その際、今回の研究に携

わる医学系研究者から直接何度かやりとりさせていただく機会がありました。エンバーミン

グ担当者は別として、葬儀までの間に、病院での治療や対応に関わっていない、第三者であ

る医学系研究者が説明をしたり、研究のご提案などの対応をしたことについて、どう感じら

れましたか？ 

 

１ とてもよかった   ２ よかった    ３ どちらでもない   

４ よくなかった   ５ とてもよくなかった 

 

 具体的によかったこと、よくなかったこと、コメントがあれば、お聞かせください 

 

 

 

 

 

 

 

９）その他、エンバーミングと葬儀に関してのご意見をご記入ください（自由記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。 

ご協力ありがとうございました。 
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